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町 営 住 宅 入 居 者 を 募 集  
町営住宅の入居者を募集しています。入居を希望される人は、申込期限内にお申し込みください。 

申込期限：平成２１年１２月１８日（金）　入居予定日：平成２２年１月下旬の見込み　 
申込み・お問い合わせ先：鏡野町役場建設課（０８６８－５４－２９８９） 

ヴィラヤマセミ団地７号室 

鏡野町富東谷４１４－９ 

１戸 

2DK

木造平屋建て 

20,000円 

700円 

○町内に住所又は勤務地を有する人 

○家族のある人（近く結婚予定の人を含む） 

○年間所得が１００万円以上ある人 

○現に住宅に困窮していることが明らかな人 

○地方税の滞納がない人 

○申請者又は同居親族が暴力団員（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条 
　第6号に規定する暴力団員をいう。）である場合には、入居することができません 

家賃の3か月分 

住 宅 名  

所 在 地  

募 集 戸 数  

間 取 り  

構 造  

家賃（月額） 

共益費（月額） 

敷 金  

 

 
 

入 居 条 件  

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス

の
一
時
停
止
に
つ
い
て 

 ☆
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
の
シ
ス

テ
ム
機
器
更
改
に
伴
い
、移
行
作

業
を
実
施
す
る
た
め
全
国
一
斉

に
シ
ス
テ
ム
が
一
時
停
止
い
た
し

ま
す
。 

　
こ
の
た
め
、鏡
野
町
に
お
い
て
も

１２
月
２８
日（
月
）は
電
子
証
明

書
の
発
行
・
失
効
を
行
う
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く

だ
さ
い
。 

 

子
育
て
応
援
特
別
手
当
（
平

成
２１
年
度
版
）の
執
行
停
止

に
つ
い
て 

 ☆
「
子
育
て
応
援
特
別
手
当（
平

成
２１
年
度
版
）」に
つ
き
ま
し
て

は
、本
年
度
に
お
い
て
小
学
校
就

学
前
３
年
間
に
属
す
る
お
子
様

一
人
あ
た
り
、３
万
６
千
円
を
支

給
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
し
た

が
、新
政
権
に
お
い
て
、子
育
て

応
援
特
別
手
当
の
執
行
を
停

止
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
の

で
、お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

岡
山
県
最
低
賃
金
が 

改
定
さ
れ
ま
し
た 
 

☆
効
力
発
生
日
は
、平
成
２１
年
１０

月
８
日
で
す
。 

　
改
定
後
の
時
間
額
は
、６
７
０
円

で
す
。 

●
最
低
賃
金
制
と
は
、最
低
賃
金

法
に
基
づ
い
て
国
が
賃
金
の
最

低
限
度
を
定
め
、使
用
者
は
、そ

の
最
低
賃
金
以
上
の
賃
金
を
労

働
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
て
る
制
度
で
す
。 

▼
お
問
い
合
わ
せ
先 

　
岡
山
労
働
局
労
働
基
準
部
賃

金
室 

　
1
０
８
６
‐２
２
５
‐２
０
１
４ 

　
ま
た
は
、最
寄
の
労
働
基
準
監

督
署
へ 岡山県立北部高等技術専門校・美作校 
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